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消 情費 報生 活

令和５年度消費生活相談の傾向　横浜市
※令和５年度の傾向を発表しましたのでご覧ください。

　■不安をあおる「点検商法」の相談が増加■

　■もうけ話「利殖商法」の相談は倍増■

～令和５年度　消費生活相談の傾向～

　令和５年度の消費生活相談の特徴としては、「屋根や給湯
器などの点検商法トラブル」が増加したことが挙げられます。
不安をあおり工事の契約をする点検商法の相談は６３４件と、
前年度比約1．６倍に増加しました。契約当事者の年代でみる
と高齢者からの相談が多く、特に「８0歳以上」が全体の約４
割を占めています。

　「ＳＮＳ上で勧誘される詐欺的な投資話」、「簡単に稼げる
とうたう高額な副業サポート契約」など、もうけ話（利殖商
法）に関する相談も増加しました。「貯蓄から投資へ」の流
れが加速する中で、全世代で投資等への関心が高まっている
ことが背景にあると思われます。
　著名人を名乗り投資や出資を勧誘する利殖商法の相談は�
３２６件と、前年度比約２．1倍に増加しました。このうち、２３0件

（約７0．６％）は、ホームページやＳＮＳの広告から誘導され
ています。また、マッチングアプリで知り合った面識のない
人から、無料通話アプリの投資グループに誘われるケースも
みられます。契約当事者の年代でみると５0～６0歳代が全体の
約４割を占めますが、ほかの年代からの相談も多く寄せられ
ています。

次ページでトラブル事例を紹介します▶▶▶

約2.1倍

もうけ話（利殖商法）の相談件数

点検商法の相談件数

約1.6倍

特 集 記 事



2

給　湯　器

屋　　根

排水管・汚水マス

■電話や訪問で点検を持ちかける業者には、安易に点検させないようにしましょう。
・「点検だけ」のつもりが点検後に不安をあおり、高額な契約を勧誘される可能性があります。
■業者の説明をうのみにせず、その場で契約には応じないで十分に比較・検討しましょう。
・�給湯器は、長時間の使用により重大な事故になることも…。点検や交換については、契約先のガ
ス・電力会社や給湯器メーカー、販売会社など、信頼できる業者に自分で連絡しましょう。

・�屋根・排水管等の修理や工事が必要な場合は、複数の業者から見積りを取り、費用や工程などを
十分に確認し、納得したうえで進めましょう。

■契約してしまってもクーリング・オフ等ができる場合もあります。
　消費生活総合センターへ相談しましょう！

　自宅へ突然、業者の訪問を受け、「排水管の無料点検を行っている。」と言われたので、
無料ならと軽い気持ちで依頼した。点検後、「台所の排水管が詰まっている。」と言われ
た。さらに屋外の汚水マスを点検され「トイレの排水管も汚れて詰まりがある。このま
までは大変なことになる。」と言われ、２か所で約８万円の高圧洗浄を契約した。
２日後に業者が作業に来る予定だが、キャンセルしたい。� （８０歳代　女性）

　「無料で点検する」と突然、電話や訪問をしてくる業者に注意！

■□■　トラブルにならないためのアドバイス！　■□■

　「ガス給湯器の点検を無料でしている」と業者から電話があり、契約しているガス会
社だと思い後日訪問を受けた。点検後、「給湯器が古く、いつ壊れてもおかしくない。
火災の心配もある。」と言い、新しい給湯器への交換を勧められ、その場で約３５万円の
契約書にサインをしてしまった。後になって知らない業者だと気づいた。
　高額なので、解約したい！� （６０歳代　女性）

　近所で工事をしているという業者が突然自宅を訪れ、「お宅の屋根が浮いている。無
料で点検する。」と言われ、点検をしてもらった。点検後、屋根が浮いている写真を見
せられ、このままでは危ないと思い約1２0万の屋根の修理工事を契約した。
　その後、家族の勧めでハウスメーカーに屋根を確認してもらったが、特に問題はなか
ったので騙されたと思った。� （８０歳代　男性）

消費生活相談①

住宅・設備の点検や修理などの訪問販売トラブル
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海外ＦＸへの投資

副業の高額サポート＋遠隔操作アプリ

ＴＥＬ ０４５－８４５－６６６６
平　日９：00～1８：00
土・日９：00～1６：４５

■「簡単に稼げる」「もうかる」　そんなうまい話はありません！
・ＳＮＳ上で勧誘を受けた場合は、まず疑ってみるようにしましょう。
・振込先に個人名義の口座を指定された場合、それは詐欺です。絶対に振り込まないでください。
・高額なサポート契約で借金等を勧められた場合は、その場で契約はせずに冷静に考えましょう。
・「お金がない」ではなく「契約しません」とはっきり断りましょう！
■遠隔操作アプリは安易にインストールしないでください。
・知られてしまった個人情報は悪用されるおそれがあります。
・自分が望まない操作をされることもあります。
・遠隔操作等で貸金業者サイトに登録した場合は、速やかにＩＤやパスワードを変更しましょう。
■不安に思ったらすぐに消費生活総合センターに相談しましょう！
＊遠隔操作アプリとは…＊
　自分のスマホやＰＣに遠隔地の第三者が接続し、両者が画面共有をしながら遠隔操作を行うアプリです。
　遠隔操作アプリを悪用して、画面共有された状態で業者から提示され借金をさせられるケースがあります。

　有名な投資家が「投資のノウハウを教える」とＳＮＳに広告が表示され、興味を持ちメ
ッセージアプリへ登録した。すると、短期で値上がりする海外ＦＸへの投資話のメッセ
ージが届き、それを信用し指定された個人名義の口座に５00万円を振り込んだ。さらに「も
っと利益が出る投資がある」と勧められ、別の個人名義の口座に７00万円を振り込んだ。
　運用状況を確認すると約１０００万円の利益が出ており、出金したいと申し出たところ、
出金手数料と税金として６00万円を振り込むように言われ、不審に思った。騙されたの
か！� （６０歳代　男性）

　ＳＮＳの広告に表示された副業サイトにアクセスし、登録後に必要なマニュアルを�
２，０００円で購入した。後日、業者から連絡があり「簡単に早くもうかるようにサポート
をする」と言われ、1５0万円のサポートプランを勧められた。「お金がない」と断ると、
「貸金業者からお金を借りる方法を教える。スマホに遠隔操作アプリをインストールす

るように！」と言われ指示に従った。その後、業者と画面を共有し、貸金業者３社から
５０万円ずつ合計1５0万円を借り、すぐに業者指定の口座に全額振り込んだ。
　数日後、借りたお金の返済を考えると不安になった。解約して返金してほしい！
� （２０歳代　男性）

■横浜市消費生活総合センター■
契約などのトラブルでお困りのときは、
当センターまで、お電話にてご連絡ください

   「簡単に稼げる」「確実にもうかる」そんな甘い誘いに注意！

■□■　トラブルにならないためのアドバイス！　■□■

消費生活相談②

もうけ話・副業など　ＳＮＳがきっかけのトラブル
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横浜市消費生活総合センター
〒 233-0002 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー 4F・5F　電話：045-845-5640　FAX：045-845-7720
作成 ： 公益財団法人横浜市消費者協会 （ 指定管理者 ）　発行日：令和６年8月25日

発
　
行

印刷　神奈川きかんし印刷所

■□■　消費生活教室のお知らせ　■□■

横浜市では、市民の皆様に横浜の農業と農畜産物の情報を届け、日常の暮らしの中に、
横浜の農業と農畜産物のつながりをつくっていきたいと考え、地産地消を進めています。

センターでは、高齢者を対象に悪質商法トラブル等の被害についての特別相談を実施します。
【日　　時】９月１７日（火）～９月１９日（木）　９：００～１８：００
【相談方法】電話・ＦＡＸ・来所（来所相談は予約制）
【電　　話】０４５－８４５－６６６６　【ＦＡＸ】０４５－８４５－７７２０

・�訪問してきた業者に「見た目に被害はないが、屋根が危険なのですぐに工事が必要だ！」と
不安をあおられ、契約を勧められる
・「保険金を使えばタダで住宅修理ができる」と言われる
・公的機関を名乗り「義援金を集める」と訪問を受ける　など
「緊急時の消費生活トラブルから身を守るためのチェックポイント」はこちらから▶▶▶

　９月１日は防災の日です。日本では、地震・津波・台風・大雨・洪水・土砂災害
など多様な災害が起きています。災害被害を少しでも軽減できるように、日頃から
防災への取組と災害への備えを心がけましょう。
　発災直後は食料や日用品の購入が難しいため、必要な備蓄をし、すぐに取り出せ
る場所に用意しておきましょう。備蓄する量の目安は最低３日分です。

■防災への取組と災害への備え■

【高齢者・悪質商法110番】を実施します！

地震・風水害などの災害に便乗したトラブルに注意

開 催 日 テ　　ー　　マ 講　　　師 定　員

9月２5日（水）
１３：３０～１５：３０
（開場１３：００）

参加費無料

   《中区役所　共催》
   【第一部】  おとなのデジタル教養講座
   【第二部】  落語　悪質商法にご用心！

【第一部】ソフトバンク株式会社
　　 ＣＳＲ本部　　参与　　　　鳥居　郷一
【第二部】落語家　桂　歌助

2００名

　　【会場】横浜市開港記念会館　講堂
　　【交通】みなとみらい線「日本大通り」駅下車、徒歩約１分
　　　ＪＲ京浜東北・根岸線・市営地下鉄「関内」駅下車、徒歩約１０分

1２月6日（金）
１4：００～１6：００
（開場１３：３０）

参加費無料

   《神奈川区役所　共催》
インターネット被害にあわないために

～サイト・メール・広告に潜むワナ～

特定非営利活動法人
ＮＰＯ情報セキュリティフォーラム
事務局　廣瀬　由美

８０名

　　【会場】神奈川区役所　会議室
　　【交通】東急東横線「反町」駅下車、ＪＲ京浜東北線「東神奈川」駅下車、徒歩約７分
　　　京急本線「京急東神奈川」駅下車、徒歩約９分

　【申込方法】事前の申込みは不要です。当日、直接会場にお越しください。先着順です。
　【対　　象】横浜市内に在住・在勤・在学の方　
　【問合せ先】「消費生活教室」担当　電話：０4５－８4５－５64０

【備蓄品】
飲料水（１人３日分で９リットル）
食料品（缶詰など常温保存可能品）
トイレットペーパー
非常用簡易トイレ　など

【非常持出品】
懐中電灯、ランタン、携帯ラジオ
常用薬、携帯電話充電器、ビニール袋
タオル、軍手、ウェットティッシュ
救急用品（ばんそうこう、包帯など）　など


